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(57)【要約】
【課題】 処方によって増粘を生じやすいという問題を生じることがない酸化亜鉛分散体
を提供する。
【解決手段】表面にケイ素酸化物からなる被覆層を形成した酸化亜鉛粒子に対してシリコ
ーン処理を施すことによって得られた粒子を液状シリコーン中に分散させたことを特徴と
する酸化亜鉛分散体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面にケイ素酸化物からなる被覆層を形成した酸化亜鉛粒子に対してシリコーン処理を施
すことによって得られた粒子を液状シリコーン中に分散させたことを特徴とする酸化亜鉛
分散体。
【請求項２】
イソプロパノール中でのゼータ電位が－９０ｍＶ以下である粒子を用いた請求項１記載の
酸化亜鉛分散体。
【請求項３】
ケイ素酸化物からなる被覆層は、被覆層を形成し、シリコーン処理を施した酸化亜鉛の重
量に対して２～５０重量％である請求項１又は２記載の酸化亜鉛分散体。
【請求項４】
更に、シリコーン系分散剤を含有する請求項１、２又は３記載の酸化亜鉛分散体。
【請求項５】
更に、酸化チタン粒子を含有する請求項１、２、３又は４記載の酸化亜鉛分散体。
【請求項６】
酸化チタン粒子は、アルミナ及び／又は水酸化アルミニウム処理並びにシリカ処理からな
る群より選択されるいずれか1つか、または両方の無機処理が施され、更にシリコーン処
理を施したものである請求項５記載の酸化亜鉛分散体。
【請求項７】
請求項１，２，３，４、５又は６記載の酸化亜鉛分散体を配合して得られたことを特徴と
する化粧料。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸化亜鉛分散体及びそれを配合して得られた化粧料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
酸化亜鉛、酸化チタン等の各種の無機粉体は、液状シリコーン及び分散剤を含有する基材
を調製し、このような分散体を化粧料調製用の原料として配合することによって化粧料を
調製することが行われている（特許文献１，２）。これによって、安定した高い分散安定
性を有する酸化亜鉛分散体を得ることができるため、透明感があって自然な仕上がりが得
られる化粧料を提供できるものである。
【０００３】
化粧品分野において、酸化亜鉛粒子は紫外線遮蔽剤として使用されており、多くの化粧品
において汎用されている原料である。このような酸化亜鉛粒子は、表面活性を抑制する目
的で表面被覆を行ったものが広く使用されている（特許文献３）。
【０００４】
このような酸化亜鉛粒子を液状シリコーン及び分散剤を含有する基材に配合した場合、処
方によっては粘度の制御が困難となり、処方上の問題を生じることがある。特に、サンス
クリーンで使用することの多い酸化チタンと併用した場合には、増粘という問題が生じや
すく、処方設計がしにくいため、酸化亜鉛分散体と酸化チタン分散体のうち、より粘度が
高い方の粘度が混合した際の粘度より低くならないことが好ましい。このような増粘とい
う問題を改善するための検討は行われておらず、改良が求められていた。
【０００５】
特許文献４，５には、特定の被覆を施した酸化亜鉛と特定の界面活性剤とを併用した化粧
料組成物が開示されている。しかし、これらに記載された組成物は、粉体状態の酸化亜鉛
を使用して調製されたものであり、酸化亜鉛を液体媒体中に分散させた分散体を調製する
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ことは記載されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－８３４５２号公報
【特許文献２】特開２００４－２８８７号公報
【特許文献３】特開平１１－３０２０１５号公報
【特許文献４】特開２００１－５８９３４号公報
【特許文献５】特開２００２－６０３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記に鑑み、処方によって増粘を生じやすいという問題を生じることがない酸
化亜鉛分散体を提供することを目的とするものである。特に酸化チタンのシリコーン分散
体と混合した際に従来の酸化亜鉛分散体では増粘するという問題があった。本発明は、こ
のような問題の解決を図るものである。
【０００８】
本発明者らは酸化チタンのシリコーン分散体と酸化亜鉛のシリコーン分散体を混合した際
の増粘の機構について調査した結果、それが化学反応によって引き起こされるのではない
ことが分かった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、表面にケイ素酸化物からなる被覆層を形成した酸化亜鉛粒子に対してシリコー
ン処理を施すことによって得られた粒子を液状シリコーン中に分散させたことを特徴とす
る酸化亜鉛分散体である。
【００１０】
上記酸化亜鉛分散体は、イソプロパノール分散中で測定したゼータ電位が－９０ｍＶ以下
である粒子を用いたものであることが好ましい。
上記ケイ素酸化物からなる被覆層は、被覆層を形成し、シリコーン処理を施した酸化亜鉛
の重量に対して２～５０重量％であることが好ましい。
上記酸化亜鉛分散体は、更に、シリコーン系分散剤を含有することが好ましい。
上記酸化亜鉛分散体は、更に、酸化チタン粒子を含有するものであってもよい。
上記酸化チタン粒子は、アルミナ及び／又は水酸化アルミニウム処理及びシリコーン処理
を施したものであることが好ましい。
【００１１】
本発明は、上述した酸化亜鉛分散体を配合して得られたことを特徴とする化粧料でもある
。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によって、増粘を生じることがない酸化亜鉛分散体を提供することができる。これ
によって、増粘の問題を生じることなく、酸化亜鉛を配合した化粧料を得ることができる
。また、本発明者らは、酸化亜鉛粒子の表面をケイ素酸化物で処理し、表面電位を調整す
ることによって、その増粘が抑制できることを発見し、本発明を完成するに至った。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明は、表面にケイ素酸化物からなる被覆層を形成した酸化亜鉛粒子に対してシリコー
ン処理を施すことによって得られた粒子をシリコーンオイル中に分散させた酸化亜鉛分散
体である。すなわち、液体媒体としてのシリコーンオイル中に酸化亜鉛を分散させたもの
である。このような酸化亜鉛分散体は、分散体として調製した後に、水その他の化粧料の
その他の配合成分と混合することによって、化粧料を調製することができる。
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【００１４】
原料として使用することができる酸化亜鉛としては特に限定されず、フランス法、アメリ
カ法等の公知の方法によって製造された酸化亜鉛を使用することができるが、特に、フラ
ンス法によって製造された酸化亜鉛を使用することが不純物が少ない点で好ましい。また
、炭酸塩などを加熱焼成するプレカーサー法によって得られた酸化亜鉛は粒子が細かい点
からより好ましい。
【００１５】
本発明において用いる酸化亜鉛粒子は、表面にケイ素酸化物からなる被覆層を形成して表
面電位を変化させたものである。上記被覆層は、ケイ素酸化物による被覆及びシリコーン
処理を行った後の酸化亜鉛粒子の重量に対して２～５０重量％、好ましくは、５～２０重
量％の範囲でケイ素酸化物からなることが好ましい。上記ケイ素酸化物は、限定されるも
のではないが、好ましくは、含水ケイ素酸化物である。酸化亜鉛粒子におけるケイ素酸化
物の割合が２重量％よりも少ないときは、酸化亜鉛粒子の表面電位の変化が十分でない場
合があり、他方、５０重量％を越えるときは、得られる酸化亜鉛粒子組成物中の酸化亜鉛
濃度が薄くなるため紫外線遮蔽効果が不十分になってしまうおそれがある。
【００１６】
上記ケイ素酸化物からなる皮膜の形成方法としては、特に限定されるものではないが、具
体的には以下に示すような方法を挙げることができる。
まず、原料酸化亜鉛粒子の水性懸濁液に、酸化亜鉛とＳｉＯ２の合計量に対してＳｉＯ2 

として２～５０重量％の水溶性ケイ酸塩を加える。ついで、温度を６０℃以上に保持しつ
つ、４０分以上の時間をかけて酸を中和剤として加えて、ｐＨが６．０～８．０の範囲と
なるまで、懸濁液を中和することによって、酸化亜鉛粒子の表面にケイ素酸化物からなる
高密度の被覆層を形成して、上記酸化亜鉛粒子を得ることができる。
【００１７】
上述した製造方法において、水性懸濁液における原料酸化亜鉛粒子の濃度は、５０～２５
０ｇ／Ｌの範囲が好ましく、また、原料酸化亜鉛粒子は、サンドミル等の粉砕機によって
、十分に粉砕しておくことが望ましい。上記水溶性ケイ酸塩としては、ケイ酸ナトリウム
又はケイ酸カリウムが好ましく用いられるが、しかし、これらに限定されるものではない
。上記中和剤としては、限定されるものではないが、硫酸等の無機酸や、酢酸、シュウ酸
等の有機酸が好ましく用いられる。
【００１８】
更に、上述した製造方法においては、原料酸化亜鉛粒子の水性懸濁液に水溶性ケイ酸塩を
加えた後、これに中和剤として酸を加えて、水溶性ケイ酸塩を中和する際の温度条件と中
和剤を加える時間条件（時間幅）が重要である。即ち、本発明によれば、酸化亜鉛粒子の
水性懸濁液に水溶性ケイ酸塩を加え、この懸濁液の温度を６０℃以上、好ましくは、８０
℃以上に保持しながら、４０分以上、好ましくは、６０分以上の時間をかけて、中和剤を
加え、ｐＨが６．０～８．０の範囲まで、懸濁液を中和することによって、含水ケイ素酸
化物からなる高密度の被覆層を酸化亜鉛粒子の表面に形成することができる。
【００１９】
別の製造方法として、酸化亜鉛粒子の水性懸濁液に、その温度を６０℃以上、好ましくは
、８０℃以上に保持しながら、水溶性ケイ酸塩と中和剤とを、４０分以上、好ましくは、
６０分以上の時間をかけて、同時に加えた後、更に、中和剤を加えて、ｐＨが６．０～８
．０の範囲まで、懸濁液を中和することによっても、含水ケイ素酸化物からなる高密度の
被覆層を酸化亜鉛粒子の表面に形成することができる。
【００２０】
上記酸化亜鉛粒子においては、ケイ素酸化物からなる被覆層を形成する前に、酸化亜鉛に
、上記被覆層の形成を妨げない範囲で、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｎや、その他の含水酸化物又は酸
化物を少量、含有させてもよい。
【００２１】
更に、酸化亜鉛の表面にケイ素酸化物からなる被覆層を形成した後、その上に酸化亜鉛に
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対して０．５～３０重量％、好ましくは、２～１５重量％の範囲のＡｌ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓ
ｎ、Ｓｂ及び希土類元素よりなる群から選ばれる少なくとも１種の酸化物からなる第２の
被覆層を形成してもよい。上記希土類元素としては、特に限定されるものではないが、例
えば、イットリウム、ランタン、セリウム、ネオジム等を挙げることができる。上記第２
の被覆層としては、アルミニウムの酸化物からなるものであることが特に好ましい。
【００２２】
このような第２の被覆層を有する酸化亜鉛粒子は、ケイ素酸化物からなる被覆層を有する
酸化亜鉛粒子の水性懸濁液を調製し、これに上記元素の水溶性化合物の水溶液を加え、酸
又はアルカリを中和剤として加えて、上記元素の化合物を中和して、上記酸化亜鉛粒子の
表面に上記元素の酸化物からなる被覆層を形成することによって得ることができる。
【００２３】
Ａｌの水溶性化合物としては、例えば、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、アルミン
酸ナトリウム等を、Ｔｉの水溶性化合物としては、例えば、チタニル硫酸等を、Ｚｒの水
溶性化合物としては、例えば、硝酸ジルコニウム、硫酸ジルコニウム等を、Ｓｎの水溶性
化合物としては、例えば、塩化スズを、Ｓｂの水溶性化合物としては、例えば、塩化アン
チモン等を、また、希土類元素の水溶性化合物としては、例えば、硝酸セリウム等を挙げ
ることができる。
【００２４】
上記中和剤である酸としては、前述したものと同じく、硫酸等の無機酸や、酢酸、シュウ
酸等の有機酸が好ましく用いられる。他方、上記中和剤であるアルカリとしては、例えば
、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アンモニウム等が好ましく用いられる。
【００２５】
ケイ素酸化物からなる第１の被覆層を有する酸化亜鉛粒子組成物に上記元素の酸化物から
なる第２の被覆層を形成するに際して、２種以上の元素の酸化物からなる被覆層を形成す
る場合、複数の元素の水溶性化合物の水溶液を用いて、一度に複数の元素の酸化物の混合
物からなる被覆層を形成してもよいが、しかし、個々の元素の水溶性化合物の水溶液を用
いて、一層ずつ、酸化物からなる被覆層を形成して、第２の被覆層を多層とするのが好ま
しい。アルミニウム酸化物を含む複数の元素の酸化物からなる被覆層を形成する場合には
、アルミニウム酸化物からなる被覆層を最後に形成することが好ましい。
【００２６】
本発明において使用する酸化亜鉛粒子は、酸化亜鉛粒子の表面にケイ素酸化物からなる被
覆層を形成した後又は上記第２の被覆層を形成した後、酸化亜鉛粒子をシリコーン処理し
たものである。上記シリコーン処理は、アルキルシラン又はオルガノポリシロキサンで処
理することが好ましい。
【００２７】
上記アルキルシラン又はオルガノポリシロキサンとしては特に限定されず、例えば、トリ
エトキシカプリリルシラン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、トリエトキシシリル
エチルポリジメチルシロキシエチルジメチコン（信越化学工業社製ＫＦ－９９０８）、（
アクリレーツ／アクリル酸トリデシル／メタクリル酸トリエトキシシリルプロピル／メタ
クリルジメチコン）コポリマー（信越化学工業社製ＫＰ－５７４）、ジメチルポリシロキ
サン・メチルハイドロジェンポリシロキサン共重合体、トリエトキシシリルエチルポリジ
メチルシロキシエチルヘキシルジメチコン（信越化学工業社製ＫＦ－９９０９）、ジメチ
ルポリシロキサン等を挙げることができる。なかでも、ジメチルポリシロキサン・メチル
ハイドロジェンポリシロキサン共重合体、トリエトキシシリルエチルポリジメチルシロキ
シエチルジメチコン（ＫＦ－９９０８）及びトリエトキシシリルエチルポリジメチルシロ
キシエチルヘキシルジメチコン（信越化学工業社製ＫＦ－９９０９）のうち少なくとも一
種を使用することが好ましい。これらの化合物から、２種以上を組み合わせて使用するも
のであってもよい。
【００２８】
上記アルキルシラン又はオルガノポリシロキサンによる処理方法としては特に限定されず
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、例えば、被覆酸化亜鉛粒子をイソプロピルアルコール等の溶媒に分散させた後、上記ア
ルキルシラン又はオルガノポリシロキサンを添加する方法や、乾式でミキサーで混合する
方法などを挙げることができる。
【００２９】
上記表面処理に用いるアルキルシラン又はオルガノポリシロキサンは、当該化合物による
処理後の酸化亜鉛粒子に対して、１～２０重量％の範囲であることが好ましく、３～１０
重量％の範囲であることがより好ましい。アルキルシラン又はオルガノポリシロキサンが
酸化亜鉛に対して１重量％よりも少ないときは、化粧料中の油剤への分散性が不充分とな
る場合があり、他方、２０重量％を越えても、化粧料中の油剤への分散性や撥水性が飽和
するので、経済的にも不利となる場合がある。
【００３０】
本発明において使用する上述したような処理を施した酸化亜鉛粒子は、高い透明性を有す
るように、原体として平均一次粒子径が０．１５μｍ以下である酸化亜鉛を使用すること
が好ましい。酸化亜鉛粒子の平均一次粒子径が０．１５μｍより大きいときは、隠蔽力が
大きく、白くなり、透明性が低い。また、紫外線遮蔽効果も低くなってしまう。酸化亜鉛
粒子の平均一次粒子径の下限は、特に、限定されるものではないが、通常、０．０１μｍ
である。ここに、平均一次粒子径とは、透過型電子顕微鏡写真の１０万倍の視野で一定方
向径で定義されるものである。
【００３１】
本発明の酸化亜鉛分散体は、上述したような処理を行った酸化亜鉛粒子を液状シリコーン
中に分散させたものである。本発明において使用される液状シリコーンは、常温で液体の
性状を有するシリコーン化合物であれば特に限定されるものではないが、なかでも、環状
シリコーン化合物であることが好ましい。環状でない液状シリコーンの例としては、直鎖
状ジメチルポリシロキサン、トリシロキサン、テトラシロキサン、メチルトリメチコン（
信越化学工業社製ＴＭＦ－１．５）、カプリリルメチコン（東レ・ダウコーニング社製Ｆ
Ｚ－３１９６、ＳＳ－３４０８）等を挙げることができる。
【００３２】
上記環状シリコーン化合物は、メチルシクロポリシロキサンで繰り返し単位が３～６であ
るものが好適である。なかでも、繰り返し単位が５である、デカメチルシクロペンタシロ
キサンが特に好適である。環状シリコーンの配合量は用途や環状シリコーンの種類等によ
って変化するが、２０％～６０％であることが好ましい。
【００３３】
本発明の酸化亜鉛分散体に使用する酸化亜鉛は、イソプロパノール（以下、これを「ＩＰ
Ａ」と記す）に分散させた時のゼータ電位が－９０ｍＶ以下であることが好ましい。この
ゼータ電位は粒子の表面電荷が影響を及ぼす限界の部分（すべり面）における電位のこと
を言い、直接測定することの難しい表面電位の指標となる。
【００３４】
本発明の酸化亜鉛分散体において、上記酸化亜鉛粒子は、３０～７９．５重量％の割合で
含まれることが好ましい。３０重量％未満であると、分散媒量が増えるために化粧料に配
合する際の処方の自由度が下がってしまう場合がある。７９．５重量％を超えると、分散
体の粘度が著しく上昇し流動性が失われてしまうおそれがあり、また分散工程の温度管理
などが難しくなるおそれがある。
【００３５】
本発明の酸化亜鉛分散体においては、分散剤を使用することが好ましい。これによって、
酸化亜鉛粒子を好適に液体媒体中に分散させることができる。分散剤は、特に限定される
ものではないが、シリコーン系分散剤を使用すると、良好な分散状態が得られる点で特に
好ましい。
【００３６】
上記シリコーン系分散剤としては、ポリオキシアルキレン・アルキル共変性オルガノポリ
シロキサン（信越化学工業製ＫＦ－６０３８，表示名称：ラウリルＰＥＧ－９ポリジメチ
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ルシロキシエチルジメチコン）、ポリエチレン変性オルガノポリシロキサン（（信越化学
工業製ＫＦ－６０２８（ＫＦ－６０２８Ｐ）；表示名称：ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキ
シエチルジメチコン）、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、ポリオキ
シプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体、ポリ（オキシエチレン・オキシプロピレ
ン）メチルポリシロキサン共重合体、メチルポリシロキサン・セチルメチルポリシロキサ
ン・ポリ（オキシエチレン・オキシプロピレン）メチルポリシロキサン共重合体、アミノ
エチルアミノプロピルシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体等を挙げることができる
。また、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンステアリルエ
ーテルリン酸、ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンアルキ
ルフェニルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリ
ン酸、脂肪酸ポリグリセリン（脂肪酸の炭素数が１２～２２で直鎖、分岐を含み、置換脂
肪酸数が１～５で、グリセリンの重合度が２～１０）等の非シリコーン系分散剤も単独又
はシリコーン系分散剤と併用して利用できる。
【００３７】
上述した以外の分散剤も上記の分散剤と併用できる。分散剤の配合量は分散剤の種類や粉
体の量や質、その他配合する原料によって大きく異なるが、酸化亜鉛分散体の重量に対し
て０．５～３０重量％が好ましい。０．５重量％未満であると高濃度で顔料を含有させる
ことが難しくなったり、分散体の貯蔵安定性が悪くなったりする場合がある。また、３０
重量％より多いと化粧料配合時の自由度が狭くなったり、化粧料の使用感が悪くなったり
する場合がある。
【００３８】
本発明の酸化亜鉛分散体においては、この他に油剤を必要により配合してもよい。上記油
剤は特に限定はないが、例えば、天然動植物油脂（例えば、オリーブ油、ミンク油、ヒマ
シ油、パーム油、牛脂、月見草油、ヤシ油、ヒマシ油、カカオ油、マカデミアナッツ油等
）；蝋（例えば、ホホバ油、ミツロウ、ラノリン、カルナウバロウ、キャンデリラロウ等
）；高級アルコール（例えば、ラウリルアルコール、ステアリルアルコール、セチルアル
コール、オレイルアルコール等）；高級脂肪酸（例えば、ラウリン酸、パルミチン酸、ス
テアリン酸、オレイン酸、ベヘニン酸、ラノリン脂肪酸等；高級脂肪族炭化水素例えば、
流動パラフィン、固形パラフィン、スクワラン、ワセリン、セレシン、マイクロクリスタ
リンワックス等）；合成エステル油（例えば、ブチルステアレート、ヘキシルラウレート
、ジイソプロピルアジペート、ジイソプロピルセバケート、ミリスチン酸オクチルドデシ
ル、イソプロピルミリステート、イソプロピルパルミテートイソプロピルミリステート、
セチルイソオクタノエート、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール）；シリコーン誘導体
（例えば、メチルシリコーン、メチルフェニルシリコーン等のシリコーン油）などが例示
できる。さらに、油溶性のビタミン、防腐剤、美白剤などを配合することもできる。
【００３９】
本発明の酸化亜鉛分散体は、上述したような成分を含む均一相からなる液体媒体中に酸化
亜鉛等の粉体成分が分散したものであることが好ましい。すなわち、各種化粧料原料と混
合して化粧料を調製する材料として使用すべきものであることから、酸化亜鉛、シリコー
ンオイル、界面活性剤、その他の油剤以外の成分は配合しないことが好ましい。但し、本
発明の分散体としての性能を損なわない範囲内においては、微量成分を添加するものであ
ってもよい。
【００４０】
本発明の酸化亜鉛分散体は酸化チタンのシリコーン分散体と併用する際に、増粘しない点
で特に有用である。酸化チタンのシリコーン分散体に使用される酸化チタンは、シリカ処
理や水酸化アルミニウム処理の内1つ、若しくは両方の無機表面処理が施された上にシリ
コーン処理を施されたものが一般的に使用されており、本発明の酸化亜鉛分散体はこの酸
化チタンのシリコーン分散体に対して、特に有用である。
【００４１】
本発明の酸化亜鉛分散体は、酸化亜鉛以外の無機粒子を配合するものであってもよい。併
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用することができる無機粒子としては特に限定されるものではないが、例えば、酸化チタ
ン等を挙げることができる。
【００４２】
特に、酸化チタンを酸化亜鉛と併用した場合には、増粘という問題が顕著になりやすいも
のであることから、酸化チタンと併用したときに、本発明の効果はより顕著なものとなる
。紫外線防御用化粧料における紫外線遮蔽剤として酸化亜鉛を使用する場合には、紫外線
の遮蔽域が異なる酸化チタン粒子を併用することが多いため、このような場合に特に本発
明は有用なものである。
【００４３】
本発明においては、併用して使用する酸化チタン粒子は特に限定されないが、上述したよ
うな酸化亜鉛粒子と同様にケイ素酸化物からなる被覆層を設けた酸化チタン粒子；アルミ
ナ及び／又は水酸化アルミニウムからなる層を設けた酸化チタン粒子；第１の被覆層とし
てケイ素酸化物からなる層を有し、第二の被覆層としてアルミナ及び／又は水酸化アルミ
ニウムからなる層を有する酸化チタン等を挙げることができる。また、シリカ処理やアル
ミナ及び／又は水酸化アルミニウム処理を行った後、上述したような酸化亜鉛粒子と同様
の第２の被覆層を形成するための処理やシリコーン処理を施したものであってもよい。
【００４４】
酸化チタン粒子へのケイ素酸化物からなる層の形成、アルミナ及び／又は水酸化アルミニ
ウムからなる層の形成は、上述した酸化亜鉛粒子へのアルミナ及び／又は水酸化アルミニ
ウム処理と同様の方法によって行うことができる。
【００４５】
上記酸化チタン粒子は、平均一次粒子径が０．１μｍ以下のものを使用することが好まし
い。酸化チタン粒子の粒子径が０．１μｍを超えると、隠蔽力が大きく、白くなり、透明
性が低い。酸化チタン粒子の平均一次粒子径の下限は、特に、限定されるものではないが
、通常、０．０１μｍである。なお、平均一次粒子径とは、透過型電子顕微鏡写真の１０
万倍の視野で一定方向径で定義されるものである。また、この平均一次粒子径は紡錘状酸
化チタンの場合には短径方向のサイズが当てはまる。
【００４６】
酸化チタン等の酸化亜鉛以外の無機粒子を使用する場合、その配合量は、酸化亜鉛の重量
に対して１０倍量以下であることが好ましい。１０倍量を超えると、酸化亜鉛量が少ない
ために酸化亜鉛の有する機能を充分に発揮することができない場合がある。
【００４７】
酸化チタン等の酸化亜鉛以外の無機粒子を使用する場合、酸化亜鉛を含む無機粒子の合計
量が酸化亜鉛分散体全量に対して、３０～７９．５重量％であることが好ましい。３０重
量％未満であると、酸化亜鉛量が少ないために酸化亜鉛の有する機能を充分に発揮するこ
とができない場合がある。７９．５重量％を超えると、分散が困難になるおそれがある。
【００４８】
本発明の酸化亜鉛分散体は、公知の通常の製造方法によって得ることができる。具体的に
は、原料を混合し、これらをロールミルやビーズミルを用いて充分に分散混合する方法等
によって得ることができる。
【００４９】
本発明の酸化亜鉛分散体は、化粧品を調製する際の基材として使用することができる。こ
のような酸化亜鉛分散体に、必要に応じて化粧品原料を混合することによって、サンスク
リーン剤等の紫外線防御用化粧料；ファンデーション等のベースメイク化粧料；口紅等の
ポイントメイク化粧料等を得ることができる。このようにして得られた化粧料も本発明の
一つである。
【００５０】
本発明の化粧料は、油性化粧料、水性化粧料、Ｏ／Ｗ型化粧料、Ｗ／Ｏ型化粧料の任意の
形態とすることができる。なかでも、サンスクリーン剤において特に好適に使用すること
ができる。
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【００５１】
上記化粧料は、化粧品分野において使用することができる任意の水性成分、油性成分を併
用するものであってもよい。上記水性成分及び油性成分としては特に限定されず、例えば
、油剤、界面活性剤、保湿剤、高級アルコール、金属イオン封鎖剤、天然及び合成高分子
、水溶性及び油溶性高分子、紫外線吸収剤、各種抽出液、有機染料等の色剤、防腐剤、酸
化防止剤、色素、増粘剤、ｐＨ調整剤、香料、冷感剤、制汗剤、殺菌剤、皮膚賦活剤等の
成分を含有するものであってもよい。
【００５２】
上記油剤としては、上述した各種の物を使用することができる。
上記親油性非イオン界面活性剤としては特に限定されず、例えば、ソルビタンモノオレエ
ート、ソルビタンモノイソステアレート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパ
ルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタント
リオレエート、ペンタ－２－エチルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン、テトラ－２－
エチルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン等のソルビタン脂肪酸エステル類、モノ綿実
油脂肪酸グリセリン、モノエルカ酸グリセリン、セスキオレイン酸グリセリン、モノステ
アリン酸グリセリン、α，α’－オレイン酸ピログルタミン酸グリセリン、モノステアリ
ン酸グリセリンリンゴ酸等のグリセリンポリグリセリン脂肪酸類、モノステアリン酸プロ
ピレングリコール等のプロピレングリコール脂肪酸エステル類、硬化ヒマシ油誘導体、グ
リセリンアルキルエーテル等を挙げることができる。
【００５３】
親水性非イオン界面活性剤としては特に限定されず、例えば、ＰＯＥソルビタンモノオレ
エート、ＰＯＥ－ソルビタンモノステアレート、ＰＯＥ－ソルビタンモノオレエート、Ｐ
ＯＥ－ソルビタンテトラオレエート等のＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類、ＰＯＥ－ソ
ルビットモノラウレート、ＰＯＥ－ソルビットモノオレエート、ＰＯＥ－ソルビットペン
タオレエート、ＰＯＥ－ソルビットモノステアレート等のＰＯＥソルビット脂肪酸エステ
ル類、ＰＯＥ－グリセリンモノステアレート、ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート
、ＰＯＥ－グリセリントリイソステアレート等のＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類、Ｐ
ＯＥモノオレエート、ＰＯＥジステアレート、ＰＯＥモノジオレエート、システアリン酸
エチレングリコール等のＰＯＥ脂肪酸エステル類、ＰＯＥラウリルエーテル、ＰＯＥオレ
イルエーテル、ＰＯＥステアリルエーテル、ＰＯＥベヘニルエーテル、ＰＯＥ２－オクチ
ルドデシルエーテル、ＰＯＥコレスタノールエーテル等のＰＯＥアルキルエーテル類、Ｐ
ＯＥオクチルフェニルエーテル、ＰＯＥノニルフェニルエーテル、ＰＯＥジノニルフェニ
ルエーテル等のＰＯＥアルキルフェニルエーテル類、ブルロニック等のプルアロニック型
類、ＰＯＥ・ＰＯＰセチルエーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル、
ＰＯＥ・ＰＯＰモノブチルエーテル、ＰＯＥ・ＰＯＰ水添ラノリン、ＰＯＥ・ＰＯＰグリ
セリンエーテル等のＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類、テトロニック等のテトラＰＯＥ
・テトラＰＯＰエチレンジアミン縮合物類、ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油、ＰＯ
Ｅ硬化ヒマシ油モノイソステアレート、ＰＯＥ硬化ヒマシ油トリイソステアレート、ＰＯ
Ｅ硬化ヒマシ油モノピログルタミン酸モノイソステアリン酸ジエステル、ＰＯＥ硬化ヒマ
シ油マレイン酸等のＰＯＥヒマシ油硬化ヒマシ油誘導体、ＰＯＥソルビットミツロウ等の
ＰＯＥミツロウ・ラノリン誘導体、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸モノエ
タノールアミド、脂肪酸イソプロパノールアミド等のアルカノールアミド、ＰＯＥプロピ
レングリコール脂肪酸エステル、ＰＯＥアルキルアミン、ＰＯＥ　脂肪酸アミド、ショ糖
脂肪酸エステル、ＰＯＥ　ノニルフェニルホルムアルデヒド縮合物、アルキルエトキシジ
メチルアミンオキシド、トリオレイルリン酸等を挙げることができる。
【００５４】
その他の界面活性剤としては、例えば、脂肪酸セッケン、高級アルキル硫酸エステル塩、
ＰＯＥラウリル硫酸トリエタノールアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩等のアニオ
ン界面活性剤、アルキルトリメチルアンモニウム塩、アルキルピリジニウム塩、アルキル
四級アンモニウム塩、アルキルジメチルベンジルアンモニウム塩、ＰＯＥアルキルアミン
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、アルキルアミン塩、ポリアミン脂肪酸誘導体等のカチオン界面活性剤、及び、イミダゾ
リン系両性界面活性剤、ベタイン系界面活性剤等の両性界面活性剤を安定性及び皮膚刺激
性に問題のない範囲で配合してもよい。
【００５５】
上記保湿剤としては特に限定されず、例えば、キシリトール、ソルビトール、マルチトー
ル、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、ムコイチン硫酸、カロニン酸、アテロコラーゲ
ン、コレステリル－１２－ヒドロキシステアレート、乳酸ナトリウム、胆汁酸塩、ｄｌ－
ピロリドンカルボン酸塩、短鎖可溶性コラーゲン、ジグリセリン（ＥＯ）ＰＯ付加物、イ
サイヨバラ抽出物、セイヨウノキギリソウ抽出物、メリロート抽出物等を挙げることがで
きる。
【００５６】
上記高級アルコールとしては特に限定されず、例えば、ラウリルアルコール、セチルアル
コール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ミリスチルアルコール、オレイル
アルコール、セトステアリルアルコール等の直鎖アルコール、モノステアリルグリセリン
エーテル（バチルアルコール）、２－デシルテトラデシノール、ラノリンアルコール、コ
レステロール、フィトステロール、ヘキシルドデカノール、イソステアリルアルコール、
オクチルドデカノール等の分枝鎖アルコール等を挙げることができる。
【００５７】
金属イオン封鎖剤としては特に限定されず、例えば、１－ヒドロキシエタン－１，１－　
ジフォスホン酸、１－ヒドロキシエタン－１，１－ジフォスホン酸四ナトリウム塩、クエ
ン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム、グルコン酸、リン酸、
クエン酸、アスコルビン酸、コハク酸、エデト酸等を挙げることができる。
【００５８】
上記天然の水溶性高分子としては特に限定されず、例えば、アラアビアガム、トラガカン
トガム、ガラクタン、グアガム、キャロブガム、カラヤガム、カラギーナン、ペクチン、
カンテン、クインスシード（マルメロ）、アルゲコロイド（カッソウエキス）、デンプン
（コメ、トウモロコシ、バレイショ、コムギ）、グリチルリチン酸等の植物系高分子、キ
サンタンガム、デキストラン、サクシノグルカン、プルラン等の微生物系高分子、コラー
ゲン、カゼイン、アルブミン、ゼラチン等の動物系高分子を挙げることができる。
【００５９】
半合成の水溶性高分子としては特に限定されず、例えば、カルボキシメチルデンプン、メ
チルヒドロキシプロピルデンプン等のデンプン系高分子、メチルセルロース、ニトロセル
ロース、エチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセ
ルロース、セルロース硫酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）、結晶セルロース、セルロース末等のセルロース系高
分子、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル等のアルギン酸
系高分子等を挙げることができる。
【００６０】
合成の水溶性高分子としては特に限定されず、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニ
ルメチルエーテル、ポリビニルピロリドン等のビニル系高分子、ポリエチレングリコール
２０，０００、４０，０００、６０，０００等のポリオキシエチレン系高分子、ポリオキ
シエチレンポリオキシプロピレン共重合体共重合系高分子、ポリアクリル酸ナトリウム、
ポリエチルアクリレート、ポリアクリルアミド等のアクリル系高分子、ポリエチレンイミ
ン、カチオンポリマー等を挙げることができる。
【００６１】
無機の水溶性高分子としては特に限定されず、例えば、ベントナイト、ケイ酸Ａ１Ｍｇ（
ビーガム）、ラポナイト、ヘクトライト、無水ケイ酸等を挙げることができる。
【００６２】
紫外線遮蔽剤としては特に限定されず、例えば、パラアミノ安息香酸（以下ＰＡＢＡと略
す）、ＰＡＢＡモノグリセリンエステル、Ｎ，Ｎ－ジプロポキシＰＡＢＡエチルエステル
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、Ｎ，Ｎ－ジエトキシＰＡＢＡエチルエステル、Ｎ，Ｎ－ジメチルＰＡＢＡエチルエステ
ル、Ｎ，Ｎ－ジメチルＰＡＢＡブチルエステル等の安息香酸系紫外線遮蔽剤；ホモメンチ
ル－Ｎ－アセチルアントラニレート等のアントラニル酸系紫外線遮蔽剤；アミルサリシレ
ート、メンチルサリシレート、ホモメンチルサリシレート、オクチルサリシレート、フェ
ニルサリシレート、ベンジルサリシレート、ｐ－イソプロパノールフェニルサリシレート
等のサリチル酸系紫外線遮蔽剤；オクチルシンナメート、エチル－４－イソプロピルシン
ナメート、メチル－２，５－ジイソプロピルシンナメート、エチル－２，４－ジイソプロ
ピルシンナメート、メチル－２，４－ジイソプロピルシンナメート、プロピル－ｐ－メト
キシシンナメート、イソプロピル－ｐ－メトキシシンナメート、イソアミル－ｐ－メトキ
シシンナメート、２－エトキシエチル－ｐ－メトキシシンナメート、シクロヘキシル－ｐ
－メトキシシンナメート、エチル－α－シアノ－β－フェニルシンナメート、２－エチル
ヘキシル－α－シアノ－β－フェニルシンナメート、グリセリルモノ－２－エチルヘキサ
ノイル－ジパラメトキシシンナメート等のケイ皮酸系紫外線遮蔽剤；２，４－ジヒドロキ
シベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，２’－
ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシベンゾフェノン、２，２’，４，４’－テトラヒド
ロキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ
－４－メトキシ－４’－メチルベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフ
ェノン－５－スルホン酸塩、４－フェニルベンゾフェノン、２－エチルヘキシル－４’－
フェニル－ベンゾフェノン－２－カルボキシレート、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキ
シベンゾフェノン、４－ヒドロキシ－３－　カルボキシベンゾフェノン等のベンゾフェノ
ン系紫外線遮蔽剤；３－（４’－メチルベンジリデン）－ｄ，ｌ－カンファー、３－ベン
ジリデン－ｄ，ｌ－カンファー、ウロカニン酸、ウロカニン酸エチルエステル、２－フェ
ニル－５－　メチルベンゾキサゾール、２，２’－ヒドロキシ－５－メチルフェニルベン
ゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニル）ベンゾトリア
ゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニルベンゾトリアゾール、ジベンザ
ラジン、ジアニソイルメタン、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン、５
－（３，３－ジメチル－２－ノルボルニリデン）－３－ペンタン－２－オン等を挙げるこ
とができる。
【００６３】
その他薬剤成分としては特に限定されず、例えば、ビタミンＡ油、レチノール、パルミチ
ン酸レチノール、イノシット、塩酸ピリドキシン、ニコチン酸ベンジル、ニコチン酸アミ
ド、ニコチン酸ＤＬ－α－トコフェロール、アルコルビン酸リン酸マグネシウム、２－Ｏ
－α－Ｄ－グルコピラノシル－Ｌ－アスコルビン酸、ビタミンＤ２（エルゴカシフェロー
ル）、ｄｌ－α－トコフェロール、酢酸ｄｌ－α－トコフェロール、パントテン酸、ビオ
チン等のビタミン類；エストラジオール、エチニルエストラジオール等のホルモン；アル
ギニン、アスパラギン酸、シスチン、システイン、メチオニン、セリン、ロイシン、トリ
プトファン等のアミノ酸；アラントイン、アズレン等の抗炎症剤、アルブチン等の美白剤
、；タンニン酸等の収斂剤；Ｌ－メントール、カンフル等の清涼剤やイオウ、塩化リゾチ
ーム、塩化ピリドキシン等を挙げることができる。
【００６４】
各種の抽出液としては特に限定されず、例えば、ドクダミエキス、オウバクエキス、メリ
ロートエキス、オドリコソウエキス、カンゾウエキス、シャクヤクエキス、サボンソウエ
キス、ヘチマエキス、キナエキス、ユキノシタエキス、クララエキス、コウホネエキス、
ウイキョウエキス、サクラソウエキス、バラエキス、ジオウエキス、レモンエキス、シコ
ンエキス、アロエエキス、ショウブ根エキス、ユーカリエキス、スギナエキス、セージエ
キス、タイムエキス、茶エキス、海藻エキス、キューカンバーエキス、チョウジエキス、
キイチゴエキス、メリッサエキス、ニンジンエキス、マロニエエキス、モモエキス、桃葉
エキス、クワエキス、ヤグリマギクエキス、ハマメリスエキス、プラセンタエキス、胸腺
抽出物、シルク抽出液、甘草エキス等を挙げることができる
【００６５】
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上記各種粉体としては、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、雲母チタン、酸化鉄被覆雲母チ
タン、酸化チタン被覆ガラスフレーク等の光輝性着色顔料、マイカ、タルク、カオリン、
セリサイト、二酸化チタン、シリカ等の無機粉末やポリエチレン末、ナイロン末、架橋ポ
リスチレン、セルロースパウダー、シリコーン末等の有機粉末等を挙げることができる。
好ましくは、官能特性向上、化粧持続性向上のため、粉末成分の一部又は全部をシリコー
ン類、フッ素化合物、金属石鹸、油剤、アシルグルタミン酸塩等の物質にて、公知の方法
で疎水化処理して使用される。また、本発明に該当しない他の酸化亜鉛粒子を混合して使
用するものであてもよい。
【実施例】
【００６６】
以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら限定さ
れるものではない。また実施例中、「部」は特に断りのない限り「重量部」を、「％」は
特に断りのない限り「重量％」を意味する。
【００６７】
ゼータ電位の測定方法
粒子をＩＰＡに１０重量％となるように投入し、超音波ホモジナイザーにて３分間分散し
た。この作製したサンプルを用い、粒度分布・ゼータ電位測定装置ＤＴ－１２００（Ｄｉ
ｓｐｅｒｓｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製）を用いてゼータ電位を測定した。計８回
測定し、平均値をその粒子のゼータ電位とした。
【００６８】
実施例１
表面にシリカ層を形成した酸化亜鉛粒子に対してジメチルポリシロキサン・メチルハイド
ロジェンポリシロキサン共重合体処理を施すことによって得られた粒子を作製した。なお
、表面処理前の原料酸化亜鉛粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、５０ｍ２／ｇ、処理前の粒
子の平均一次粒子径は０．０２μｍであり、シリカ層は処理後の粒子全量に対して１０重
量％、シリコーン層は処理後の粒子全量に対して４重量％であった。その粒子のＩＰＡ中
でのゼータ電位は－１０４ｍＶであった。
得られた酸化亜鉛５０部、デカメチルシクロペンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学
工業社製）６部、ポリエーテル変性シリコーン（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及
びφ０．５ｍｍジルコニアビーズ１００部をマヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイント
シェーカー（レッドデビル社製）で１時間処理した。ビーズを分離することで酸化亜鉛分
散体を得た。
【００６９】
実施例２
表面にシリカ層を形成した酸化亜鉛粒子に対してジメチルポリシロキサン・メチルハイド
ロジェンポリシロキサン共重合体処理を施すことによって得られた粒子を作製した。なお
、表面処理前の原料酸化亜鉛粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、５０ｍ２／ｇ、処理前の粒
子の平均一次粒子径は０．０２μｍであり、シリカ層は処理後の粒子全量に対して２０重
量％、シリコーン層は処理後の粒子全量に対して４重量％であった。その粒子のＩＰＡ中
でのゼータ電位は－１１９ｍＶであった。得られた酸化亜鉛５０部、デカメチルシクロペ
ンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学工業社製）６部、ポリエーテル変性シリコーン
（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及びφ０．５ｍｍジルコニアビーズ１００部をマ
ヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイントシェーカー（レッドデビル社製）で１時間処理
した。ビーズを分離することで酸化亜鉛分散体を得た。
【００７０】
実施例３
表面にシリカ層を形成した酸化亜鉛粒子に対してジメチルポリシロキサン・メチルハイド
ロジェンポリシロキサン共重合体処理を施すことによって得られた粒子を作製した。なお
、表面処理前の原料酸化亜鉛粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、３０ｍ２／ｇ、処理前の粒
子の平均一次粒子径は０．０３５μｍであり、シリカ層は処理後の粒子全量に対して５重
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量％、シリコーン層は処理後の粒子全量に対して４重量％であった。その粒子のＩＰＡ中
でのゼータ電位は－１３３ｍＶであった。得られた酸化亜鉛５０部、デカメチルシクロペ
ンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学工業社製）６部、ポリエーテル変性シリコーン
（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及びφ０．５ｍｍジルコニアビーズ１００部をマ
ヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイントシェーカー（レッドデビル社製）で１時間処理
した。ビーズを分離することで酸化亜鉛分散体を得た。
【００７１】
比較例１
表面にシリカ層を形成しない酸化亜鉛粒子に対してジメチルポリシロキサン・メチルハイ
ドロジェンポリシロキサン共重合体処理を施すことによって得られた粒子を作製した。な
お、表面処理前の原料酸化亜鉛粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、５０ｍ２／ｇ、処理前の
粒子の平均一次粒子径は０．０２μｍであり、シリコーン層は処理後の粒子全量に対して
４重量％であった。その粒子のＩＰＡ中でのゼータ電位は－１８ｍＶであった。得られた
酸化亜鉛５０部、デカメチルシクロペンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学工業社製
）６部、ポリエーテル変性シリコーン（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及びφ０．
５ｍｍジルコニアビーズ１００部をマヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイントシェーカ
ー（レッドデビル社製）で１時間処理した。ビーズを分離することで酸化亜鉛分散体を得
た。
【００７２】
比較例２
表面にシリカ層を形成した酸化亜鉛粒子に対してジメチルポリシロキサン・メチルハイド
ロジェンポリシロキサン共重合体処理を施すことによって得られた粒子を作製した。なお
、表面処理前の原料酸化亜鉛粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、５０ｍ２／ｇ、処理前の粒
子の平均一次粒子径は０．０２μｍであり、シリカ層は処理後の粒子全量に対して１重量
％、シリコーン層は処理後の粒子全量に対して４重量％であった。その粒子のＩＰＡ中で
のゼータ電位は－４４ｍＶであった。
得られた酸化亜鉛５０部、デカメチルシクロペンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学
工業社製）６部、ポリエーテル変性シリコーン（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及
びφ０．５ｍｍジルコニアビーズ１００部をマヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイント
シェーカー（レッドデビル社製）で１時間処理した。ビーズを分離することで酸化亜鉛分
散体を得た。
【００７３】
 [粘度]
５０ｍｌのスクリュー瓶に酸化亜鉛分散体を入れ、Ｂ型粘度計（東京計器社製）でロータ
ーＮｏ．３を使用し、回転開始から６０秒後の粘度を測定した。分散後の粘度（２０℃）
のデータを表１に示す。
【００７４】
 [酸化チタンとの混合試験]
疎水化処理酸化チタン（ＳＴＲ－１００Ａ－ＬＰ、堺化学工業社製）４０部、デカメチル
シクロペンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学工業社製）６部、ポリエーテル変性シ
リコーン（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及びφ０．５ｍｍジルコニアビーズ１０
０部をマヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイントシェーカー（レッドデビル社製）で１
時間処理した。ビーズを分離することで酸化チタン分散体を得た。なお、表面処理前の原
料酸化チタン粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、１００ｍ２／ｇの紡錘状（平均一次粒子径
は短径が０．０２μｍ、長径が０．１μｍ）であり、シリカ層は処理後の粒子全量に対し
て重量８％、水酸化アルミニウム層は処理後の粒子全量に対して４重量％、シリコーン層
は処理後の粒子全量に対して４重量％であった。５０ｍｌのスクリュー瓶に実施例１～３
及び比較例１、２で作製した酸化亜鉛分散体を各々３０ｇ入れ、そこに得られた酸化チタ
ン分散体を各々３０ｇ添加した。その後、１００回上下に振り混ぜ酸化亜鉛分散体と酸化
チタン分散体の混合物を得た。酸化チタン分散体及び混合物をＢ型粘度計（東京計器社製
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）のデータを表２に示す。
【００７５】
疎水化処理酸化チタン（ＳＴＲ－１００Ｃ－ＬＰ、堺化学工業社製）４０部、デカメチル
シクロペンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学工業社製）６部、ポリエーテル変性シ
リコーン（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及びφ０．５ｍｍジルコニアビーズ１０
０部をマヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイントシェーカー（レッドデビル社製）で１
時間処理した。ビーズを分離することで酸化チタン分散体を得た。なお、表面処理前の原
料酸化チタン粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、１００ｍ２／ｇの紡錘状（平均一次粒子径
は短径が０．０２μｍ、長径が０．１μｍ）であり、水酸化アルミニウム層は処理後の粒
子全量に対して７重量％、シリコーン層は処理後の粒子全量に対して４重量％であった。
５０ｍｌのスクリュー瓶に実施例１で作製した酸化亜鉛分散体を３０ｇ入れ、そこに得ら
れた酸化チタン分散体を３０ｇ添加した。その後、１００回上下に振り混ぜ酸化亜鉛分散
体と酸化チタン分散体の混合物を得た。酸化チタン分散体及び混合物をＢ型粘度計（東京
計器社製）でローターＮｏ．３を使用し、回転開始から６０秒後の粘度を測定した。粘度
（２０℃）のデータを表３に示す。
【００７６】
疎水化処理酸化チタン（ＳＴＲ－１００Ｗ－ＬＰ、堺化学工業社製）４０部、デカメチル
シクロペンタシロキサン（ＫＦ－９９５、信越化学工業社製）６部、ポリエーテル変性シ
リコーン（ＫＦ－６０３８、信越化学工業社製）及びφ０．５ｍｍジルコニアビーズ１０
０部をマヨネーズ瓶に入れ、混合した後、ペイントシェーカー（レッドデビル社製）で１
時間処理した。ビーズを分離することで酸化チタン分散体を得た。なお、表面処理前の原
料酸化チタン粒子の比表面積（ＢＥＴ法）は、１００ｍ２／ｇの紡錘状（平均一次粒子径
は短径が０．０２μｍ、長径が０．１μｍ）であり、シリカ層は処理後の粒子全量に対し
て１０重量％、シリコーン層は処理後の粒子全量に対して４重量％であった。５０ｍｌの
スクリュー瓶に実施例１で作製した酸化亜鉛分散体を３０ｇ入れ、そこに得られた酸化チ
タン分散体を３０ｇ添加した。その後、１００回上下に振り混ぜ酸化亜鉛分散体と酸化チ
タン分散体の混合物を得た。酸化チタン分散体及び混合物をＢ型粘度計（東京計器社製）
でローターＮｏ．３を使用し、回転開始から６０秒後の粘度を測定した。粘度（２０℃）
のデータを表４に示す。
【００７７】
表２、表３及び表４の結果より、実施例１～３と酸化チタン分散体との混合物では増粘は
見られないが、比較例１、２と酸化チタン分散体との混合物では増粘した。
【００７８】
【表１】

【００７９】
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【表２】

【００８０】
【表３】

【表４】

 
【産業上の利用可能性】
【００８１】
本発明により、酸化亜鉛粒子を含有する組成物の増粘を防止することができ、これによっ
て、酸化亜鉛粒子を化粧料に安定して配合することができるものである。
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